
令和２年度 第１回新居浜市地域公共交通活性化協議会 

次   第 

 

○日時  令和２年６月２９日（月）１３：３０～ 

○場所  新居浜市役所 ３階 応接会議室  

 

   

１．開 会 

         

  ２．報告事項 

(1) 役員の選出について 
(2) 新居浜市地域公共交通活性化協議会規約の改正に 

ついて 
 
 

３．協議事項 
(1) 令和元年度事業報告及び決算の承認について 
(2) 生活交通確保維持改善計画（令和 3～5年度分）の     

策定について 
     

４．その他     

      (1) 年間スケジュールについて 
        
      

５．閉 会 
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   新居浜市地域公共交通活性化協議会委員名簿 
 

条項 役員 機関・団体 役職名 氏名 

法 

第６条
第２項
第 1 号 

規約 

第５条 

第１項
第１号 

会 長 

新居浜市 

副市長 寺田 政則 

 経済部長 河端 晋治 

法 

第６条
第２項
第 2 号 

規約 

第５条
第１項
第２号 

 
新居地区旅客自動車協同組
合 

代表理事 渡部 光男 

 
愛媛県ハイヤー・タクシー協
会 

専務理事 田所 秀志 

 瀬戸内運輸株式会社 専務取締役 門田 正孝 

 愛媛県バス協会 専務理事 稲荷 和重 

 四国旅客鉄道株式会社 愛媛企画部長 窪 仁志 

規約 

第５条
第１項
第３号 

 愛媛県東予地方局建設部 建設企画課長 森 敦郎 

 
国土交通省四国地方整備局 

松山河川国道事務所 
副所長 岩佐 隆 

法 

第６条
第２項
第３号 

規約 

第５条
第１項
第４号 

 新居浜警察署 交通課長 井上 哲也 

規約 

第５条
第１項
第５号 

 新居浜市連合自治会 理事 星加 勝一 

 新居浜市老人クラブ連合会 会長 鈴木 英次 

 新居浜市女性連合協議会 会長 宮前 港 

規約 

第５条
第１項
第６号 

監 事 新居浜市社会福祉協議会 次長 越智 千鶴子 

監 事 新居浜商工会議所 
総合企画部 

担当部長 
吉村 卓代 

 新居浜市医師会 理事 永易 大典 

 瀬戸内運輸労働組合 執行委員長 砂田 篤志 

 愛媛県東予地方局総務企画部 地域政策課長 廣井 久典 

 

国土交通省四国運輸局 

愛媛運輸支局 

首席運輸企画
専門官 
(輸送・監査) 

菊池 勝二 

 

首席運輸企画
専門官 
(総務・企画観光) 

西山 保幸 

 
事務局 

事務局長 新居浜市経済部運輸観光課 課長 藤田 清純 

事業担当 新居浜市経済部運輸観光課 主幹 菅 裕二 

事業担当・出納員 新居浜市経済部運輸観光課 係長 白田 和子 
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新居浜市地域公共交通活性化協議会規約の改正について 

 

 

新居浜市地域公共交通活性化協議会規約 

 （名称） 

第１条 この協議会は、新居浜市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）と

称する。 

 （事務所の位置） 

第２条 協議会の事務所は、新居浜市一宮町一丁目５番１号新居浜市役所内に置く。 

 （目的） 

第３条 協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９

号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画（以下

「形成計画」という。）の作成及び実施に関し必要な協議を行うほか、地域公共交通総合

連携計画（「以下「連携計画」という。）の変更及び実施に係る連絡調整を行うことを目

的とする。 

（所掌事項） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 形成計画の作成及び変更の協議に関すること。 

（２） 形成計画の実施に必要な協議に関すること。 

（３） 連携計画の変更及び実施に係る連絡調整に関すること。 

（４） 形成計画及び連携計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

（５） 生活交通確保維持改善計画の策定及び変更の協議に関すること。 

（６） 前５号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項 

 （組織） 

第５条 協議会は次に掲げる委員（以下「委員」という。）をもって組織する。 

（１）新居浜市長が指名する者 

（２）関係する公共交通事業者等の代表 

（３）道路管理者が指名する者 

（４）公安委員会の長が指名する者 

（５）各種市民団体等の代表 

（６）前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める者 

２ 協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長 １人 

（２）副会長 １人 

（３）監 事 ２人 

３ 会長又は副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。 

 （委員の任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

報告事項（２） 
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２ 委員は、再任されることができる。 

（役員の選任及び職務） 

第７条 会長は、新居浜市副市長（統括）をもって充てる。 

２ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

３ 副会長及び監事は、第５条第１項に規定する委員のうちから会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

５ 監事は、協議会の会計の監査を行い、当該監査の結果を会長に報告しなければならな

い。 

 （会議） 

第８条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の３分の２以上の賛成をもって決するものとする。 

４ 会議は、原則として公開するものとし、その手続きは、新居浜市の例により行うもの

とする。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若し

くは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （協議会の承認事項） 

第９条 次の掲げる重要な事項は、協議会の承認を経なければならない。 

（１） 協議会の予算及び決算に関すること。 

（２） 規約の制定及び改廃に関すること。 

（３） 第４条に規定する事項に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、重要と認められる事項 

 （幹事会） 

第１０条 協議会は、協議会に提案する事項について協議又は調整をするため、必要に応

じ幹事会を置くことができる。 

 （分科会） 

第１１条 協議会は、第４条に規定する事項について専門的な調査又は検討を行うため、

必要に応じ分科会を置くことができる。 

 （事務局） 

第１２条 協議会の業務を処理するため、新居浜市運輸担当課所内に事務局を置く。 

２ 事務局長は、新居浜市運輸担当課所長をもって充て、事務局員は、同課所の職員をも

って充てる。 

３ 前２項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （会計年度） 

第１３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものと

する。 

 （資金） 

第１４条 協議会の運営に要する資金は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。 
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 （予算） 

第１５条 会長は、毎会計年度予算を調整し、協議会の承認を得なければならない。 

 （決算） 

第１６条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を調整し、監事の監査に

付さなければならない。 

２ 会長は、第７条第５項の規定により当該監査の報告があったときは、当該監査に付し

た決算について協議会の承認を得なければならない。 

 （財務に関する事項） 

第１７条 協議会の出納その他の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （謝礼） 

第１８条 協議会は、委員が会議に出席したときは、謝礼を予算の範囲内で支給すること

ができる。 

 （協議会が解散した場合の措置） 

第１９条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会

長であった者がこれを清算する。 

 （その他） 

第２０条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議

に諮って定める。 

 

   附則 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成２２年１１月９日から施行する。 

 （任期の特例） 

２ 協議会初年度の委員の任期は、第６条第１項の規定にかかわらず、平成２４年３月３

１日までとする。 

 （会計年度の特例） 

３ 協議会の設立された日の属する年度の会計年度については、第１３条の規定にかかわ

らず、設立された日から平成２３年３月３１日までとする。 

 

   附則 

 （施行期日） 

 この規約は、平成２４年６月１９日から施行する。 

   附則 

 （施行期日） 

 この規約は、平成２７年６月１６日から施行する。 

附則 

 （施行期日） 

 この規約は、令和２年６月２９日から施行する。 
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令和元年度事業報告及び決算の承認について 
 

 

１ 令和元年度事業報告 

 

 

（１）地域公共交通総合連携計画に位置付けられた事業の実施 

・デマンドタクシー運行事業 

デマンドタクシー（愛称「おでかけタクシー」）の運行を実施した。 

デマンドタクシーの登録・利用促進のため、市政だより、出前講座等による広

報活動を実施した。 

 

    令和元年度末現在の利用・登録状況は、別紙のとおりである。 

     

（２）地域公共交通確保維持改善事業に係る協議 

地域公共交通確保改善事業費補助金（地域内フィーダー系統）の申請に必要な生

活交通確保維持改善計画を策定し、実施事業に対する評価を行った。 

 

（３）会議の開催状況 

 ・第１回協議会（令和元年６月２６日 開催）  

   平成３０年度事業報告及び決算の承認について 

生活交通確保維持改善計画（令和 2～4年度分）の策定について 

新居浜市地域公共交通網形成計画における目標の達成状況等について 

 

 ・第２回協議会（令和２年１月２３日 開催） 

   令和元年度地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について 

    

 ・第３回協議会（令和２年３月 書面開催） 

   令和元年度事業報告について 

令和２年度事業計画について 

   令和２年収支予算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項（１） 
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デマンドタクシー利用・登録状況（令和２年３月末現在） 
 

○登録者数（３月末日現在） 

 上部西エリア ８６３世帯 １，２７６人 

 上部東エリア ７９４世帯 １，１３７人 

 川東エリア  ７５３世帯 １，１６１人   計 ２，３６５世帯 ３，５７４人 

 ※男女構成 男性 １，１８１人（３３．０％） 女性 ２，３９３人（６７．０％） 

 ※年齢構成 50 代まで ３５６人（１０．０％） 60 代以上 ３，２１８人（９０．０％） 

 

 令和元年度上半期(4 月～9 月) 計（運行日数 平日 122 日、土曜日 24 日） 
                 ※運行日数は 134 日で計算（土曜日を半日換算） 

エリア 末日登録者数 利用者数 1 日利用者数 運行台数 1 台利用者数 

上部西エリア １,２４２人 ３,０６２人 ２２．９人 １,５６６台 ２．０人 

上部東エリア １,１０２人 ４,０３４人 ３０．１人 １,６５３台 ２．４人 

川東エリア １,１２５人 ２,５９６人 １９．４人 １,５２５台 １．７人 

 ３,４６９人 ９,６９２人 ７２．３人 ４,７４４台 ２．０人 

※利用者内訳 大人 3,056 人、大人割引者 6,636 人・小人 0人・無料乳幼児 0 人 
割引内訳 障がい者割引 本人 2,699 人･介護 126 人 

 精神障がい者 本人 107 人   
特定疾患割引 本人 68 人  
運転免許自主返納者割引 3,636 人 

利用料収入 3,187,000 円 
 

令和元年度下半期(10 月～3 月) 計（運行日数 平日 120 日、土曜日 25 日） 
                ※運行日数は 132.5 日で計算（土曜日を半日換算） 

エリア 末日登録者数 利用者数 1 日利用者数 運行台数 1 台利用者数 

上部西エリア １,２７６人 ２,９５０人 ２２．３人 １,５５２台 １．９人 

上部東エリア １,１３７人 ３,９０３人 ２９．５人 １,６３３台 ２．４人 

川東エリア １,１６１人 ２,３９１人 １８．０人 １,４３７台 １．７人 

 ３,５７４人 ９,２４４人 ６９．８人 ４,６２２台 ２．０人 

※利用者内訳 大人 2,649 人、大人割引者 6,572 人・小人 1人・無料乳幼児 22 人 
割引内訳 障がい者割引 本人 2,680 人･介護 91 人 

 療育手帳 本人 92 人・精神障がい者 本人 1 人 
 被爆者健康手帳 本人 4 人 
特定疾患割引 本人 88 人   
運転免許自主返納者割引 3,616 人 

利用料収入 2,967,750 円 
 
令和元年度  計（運行日数 平日 242 日、土曜日 49 日） 
        ※運行日数は 266.5 日で計算（土曜日を半日換算） 

エリア 末日登録者数 利用者数 1 日利用者数 運行台数 1 台利用者数 
上部西エリア １,２７６人 ６,０１２人 ２２．６人 ３,１１８台 １．９人 

上部東エリア １,１３７人 ７,９３７人 ２９．８人 ３,２８６台 ２．４人 

川東エリア １,１６１人 ４,９８７人 １８．７人 ２,９６２台 １．７人 

 ３,５７４人 １８,９３６人 ７１．１人 ９,３６６台 ２．０人 

※利用者内訳 大人 5,705 人、大人割引者 13,208 人・小人 1人・無料乳幼児 22 人 
割引内訳 障がい者割引 本人 5,379 人･介護 217 人  

精神障がい者 本人 108 人・療育手帳 本人 92 人 
被爆者健康手帳 本人 4 人・特定疾患割引 本人 156 人   
運転免許自主返納者割引 7,252 人 

利用料収入 6,154,750 円 

別 紙 
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２ 令和元年度収支決算書 

【収入の部】                                 単位：円 

区 分 予算額 決算額 摘  要 

款 項 目    

負担金 負担金 負担金 16,550,640      16,550,624   新居浜市負担金 

諸収入 諸収入 雑 入 0 16 預金利息金利息      16 円 

  合  計 16,550,640      16,550,640  

 

【支出の部】                               単位：円 

区 分 予算額 決算額 摘  要 

款 項 目    

事務費 

 

 

 

事務費 

 

 

 

事務費 121,342      121,342 

委員出席謝礼 80,000 円 

（3 回、@5,000×延べ 16 人） 

＊3 回目は書面開催 

登録証書印刷代等 34,792 円 

振込手数料 6,550 円 

事業費 事業費 事業費 16,429,298 16,429,298 

 

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ運行事業費 

運行業務 計 30,469,048 円  ① 

・運行業務  @3,227×4,744 台 

@3,280×4,622 台 

 

地域公共交通確保維持改善事業費 

補助 7,885,000  ② 

 

利用料収入 6,154,750 円 ③  

 大人@500×5,705 人  

大人割引者@250×13,208 人 

子供＠250×1 人 

①－②－③＝16,429,298 円 

合  計 16,550,640      16,550,640  
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協議事項（２）

 デマンド型乗り合いタクシーを運行することにより、バス交通空白地域の解消が図られるととも
に、高齢者などの交通弱者の通院や買い物といった日常生活に不可欠な移動手段が確保される。ま
た、拠点へのアクセスを確保することにより、公共交通軸のネットワークが連携することで、外出
促進にもつながる効率的な運行体系が実現でき、誰もが便利に使える公共交通が構築される。

（新居浜市地域公共交通網形成計画 Ｐ４５〜４６ 参照）

（２）事業の効果

 本市は、バス交通の利用できない地域が人口ベースで約４０％と高い割合となっており、市
内の移動は自動車交通に依存している。また、高齢化の進展により、今後、自動車利用のでき
ない若しくはしない人が増加し、その人たちの移動手段の確保が重要な課題となってくること
が明らかであることから、バス交通空白地域へデマンド型乗り合いタクシーを導入し、高齢社
会に対応し、高齢者などの交通弱者のための市内公共交通体系を確保・維持することが必要で
ある。

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果
（１）事業の目標

令和３年度
デマンド交通の交通結節点への年間利用者数を3,282人
（令和元年度実績）以上とする。

生活交通確保維持改善計画（案）
（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係）

生活交通確保維持改善計画(地域内フィーダー系統確保維持計画)
 (令和3〜5年度分)の策定について

（２）必要性

Ⅰ．生活交通確保維持改善計画の名称

新居浜市地域内フィーダー系統確保維持計画

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

（１）目的
 バス交通空白地域へデマンド型乗り合いタクシーを導入し、高齢社会に対応し、高齢者など
の交通弱者の通院や買い物の移動手段を確保し、誰もが便利に使える公共交通を構築すること
を目的とする。

年  度 目  標

令和４年度
デマンド交通の交通結節点への年間利用者数を前年度比で増加
させる。

令和５年度
デマンド交通の交通結節点への年間利用者数を前年度比で増加
させる。
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（７）運行台数
セダン型タクシー（定員４人）
⽉曜日〜⾦曜日（１〜６便）２台×３エリア、（７・８便）１台×３エリア
⼟曜日（１〜５便）２台×３エリア

（８）運送予定者
平成23年1⽉11日から平成26年9⽉30日の間の試験運行を市内の全タクシー事業者が加盟する
新居地区旅客自動車協同組合に委託し、受託者側において、事業所の位置等を考慮し、協議に
より次の事業者を決定していただいた。以後、運行状況は良好であったことから、令和２年
10⽉以降も、引き続き同事業所による運行を実施することを、協議会において承認した。
・川東エリア  有限会社 東雲タクシー
・上部東エリア 有限会社 光タクシー
・上部⻄エリア 中萩タクシー 有限会社

事前に利用登録を行い、電話予約等により配車

 川東エリア、上部東エリア、上部⻄エリア
（２）運行形態

登録制、予約制、乗り合いでエリア内を結ぶ、デマンド型乗り合いタクシーとする。
（３）行き先として指定できる施設

・交通結節点(バス停留所・駅・港等)
・医療・福祉施設(病院・診療所、⻭科医院、介護施設等)
・⾦融機関(銀行、⾦庫、農協、郵便局等)
・商業施設(理美容室、各種小売店、飲食店等)
・保育・教育施設(保育所、幼稚園、小・中・高校等)
・公共施設(⽀所､公⺠館､福祉施設､公園､⽂化・スポーツ施設､環境・衛生施設等)
・その他、新居浜市地域公共交通活性化協議会が認める施設（新居浜駅など、エリア外を含め
て設定）

（４）運行日、運行時間帯
⽉曜日〜⾦曜日（日曜・祝休日は運休）
     ①9:00〜②10:00〜③11:00〜④12:00〜⑤13:00〜⑥14:00〜⑦15:00〜⑧16:00〜
⼟曜日  ①9:00〜②10:00〜③11:00〜④12:00〜⑤13:00〜

（５）利用料⾦
大人（中学生以上）1回乗車 ５００円（障がい者等割引者は半額）
小人（小学生以下）1回乗車 ２５０円（障がい者等割引者は半額）
※未就学児は、１歳未満は無料、１歳以上は保護者１人につき１人無料

（６）利用方法

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者
地域公共交通確保維持改善事業費補助⾦交付要綱「表１」を添付

（１）運行エリア（利用対象区域）

・市政だより等による広報活動やデマンド型乗り合いタクシーに関する出前講座を積極的に実施
 する。（新居浜市）
・新居浜市地域公共交通網形成計画中の取組施策を実施する。（新居浜市）

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体
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  新居浜市から運行事業者への負担⾦額については、運行収入及び国庫補助⾦を運行経費から
 差し引いた差額分を負担することとしている。

※該当なし

※該当なし

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要
【地域内フィーダー系統のみ】

地域公共交通確保維持改善事業費補助⾦交付要綱「表５」を添付。

11．外客来訪促進計画との整合性
【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期
及びその他特記事項
【地域間幹線系統のみ】

※該当なし

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者
・新居浜市
・事業者（有限会社 東雲タクシー・有限会社 光タクシー・中萩タクシー 有限会社）

６．補助⾦の交付を受けようとする補助対象事業者の名称

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３回
以上で足りると認めた系統の概要
【地域間幹線系統のみ】

※該当なし

・川東エリア  有限会社 東雲タクシー
・上部東エリア 有限会社 光タクシー
・上部⻄エリア 中萩タクシー有限会社

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法
 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】

（活性化法定協議会を補助対象事業者としないため、記入不要）

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基
盤が整備されている」認めた市町村の一覧
【地域間幹線系統のみ】
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（１）事業の目標

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者
【車両減価償却費等国庫補助⾦・公有⺠営方式車両購入費国庫補助⾦を受けようとする場合のみ】

※該当なし

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果
【車両減価償却費等国庫補助⾦・公有⺠営方式車両購入費国庫補助⾦を受けようとする場合のみ】

※該当なし

※該当なし

※該当なし

13．車両の取得に係る目的・必要性
【車両減価償却費等国庫補助⾦・公有⺠営方式車両購入費国庫補助⾦を受けようとする場合のみ】

（２）事業の効果

※該当なし

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収⽀の改善に係
る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した利用促進策）
【公有⺠営方式車両購入費国庫補助⾦を受けようとする場合のみ】
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・平成２８年 １⽉１８日  27年度補助事業に係る事業評価を実施
・平成２８年 ３⽉２３日  28年度事業計画等について協議
・平成２８年 ６⽉２８日  29年度補助事業に係る確保維持改善計画を策定
・平成２９年 １⽉２４日  28年度補助事業に係る事業評価を実施
・平成２９年 ３⽉２８日  29年度事業計画等について協議
・平成２９年 ６⽉２７日  30年度補助事業に係る確保維持改善計画を策定
・平成２９年 ９⽉２９日  ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ（上部東ｴﾘｱ）運送区間について協議
・平成２９年１２⽉ １日  地域公共交通網形成計画について協議
・平成３０年 １⽉１９日  29年度補助事業に係る事業評価を実施
・平成３０年 ３⽉２７日  30年度事業計画等について協議、地域公共交通網形成計画
              を承認
・平成３０年 ６⽉２２日  31年度補助事業に係る確保維持改善計画を策定

・平成２２年１１⽉ ９日  協議会設立、22年度試験運行について合意
・平成２２年１２⽉１４日  地域公共交通総合連携計画について議論

・平成２７年 １⽉２０日  26年度補助事業に係る事業評価を実施
・平成２７年 ３⽉２３日  27年度事業計画等について協議
・平成２７年 ６⽉１６日  28年度補助事業に係る確保維持改善計画を策定
・平成２７年 ９⽉１８日  ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰｱﾝｹｰﾄ調査について協議

・平成３１年 １⽉２３日  29、30年度補助事業に係る事業評価を実施
・平成３１年 ３⽉２６日  31年度事業計画等について協議
・令和 元年 ６⽉２６日  令和2年度補助事業に係る確保維持改善計画を策定
・令和 ２年 １⽉２３日  令和元年度補助事業に係る事業評価を実施
・令和 ２年 ３⽉３０日  令和2年度事業計画等について協議（書面開催）
・令和 ２年 ６⽉２９日  令和2年度補助事業に係る確保維持改善計画を策定

17．協議会の開催状況と主な議論

・平成２５年 ３⽉２５日  25年度補助事業に係る事業評価を実施
・平成２５年 ６⽉２６日  26年度補助事業に係るネットワーク計画を策定
・平成２５年１１⽉１１日  25年10⽉以降のエリア拡大について協議
・平成２６年 ２⽉２０日  26年10⽉以降の運行について協議
・平成２６年 ３⽉２８日  地域公共交通総合連携計画変更を承認し、26年10⽉以降の
              運行計画を合意
・平成２６年 ６⽉２３日  27年度補助事業に係るネットワーク計画を策定

・平成２３年 ３⽉２４日  地域公共交通総合連携計画を承認し、23年4⽉〜9⽉の運行
              計画、全体計画を合意
・平成２３年 ６⽉２９日    23年10⽉〜24年9⽉までの運行計画を合意
・平成２３年 ９⽉２０日  23、24年度補助事業に係るネットワーク計画を策定
・平成２４年 ３⽉２１日     24年度補助⾦に係る変更認定申請について協議
・平成２４年 ３⽉２８日  23年度、24年度補助事業に係る事業評価を実施
・平成２４年 ６⽉１９日  24年度補助⾦に係る変更認定申請について協議
・平成２４年 ６⽉２８日    25年度補助事業に係るネットワーク計画を策定
・平成２４年１１⽉２０日  26年10⽉以降の運行について協議

・平成２２年１１⽉ ９日  協議会設立、22年度試験運行について合意
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国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局

新居浜商⼯会議所、新居浜市医師会、瀬⼾内運輸労働組合、新居浜市連
合自治会、新居浜市老人クラブ連合会、新居浜市女性連合協議会、愛媛
県東予地方局総務企画部（再掲）

関係都道府県

関係市区町村

交通事業者・交通施設管理
者等

地方運輸局

その他協議会が必要と認める者

19．協議会メンバーの構成員

愛媛県東予地方局 建設部建設企画課・総務企画部地域政策課

新居浜市副市⻑（統括）、新居浜市経済部⻑

18．利用者等の意見の反映状況

・新居浜市地域公共交通活性化協議会に、住⺠、地域公共交通の利用者が参画して、意見を反映。
・利用対象者に対して「新たな公共交通の導入に関する調査」を実施して、計画作りに反映。
 ※平成２１年９⽉〜１２⽉、市内のバス公共交通空⽩地域のうち、中⼼市街地から離れている
  荷内・阿島、船木、大生院・萩生地域の２５自治会で訪問調査。
 （訪問世帯数2,614 調査世帯数1,498 調査率57.3％）
・新居浜市地域公共交通総合連携計画（案）について、市ホームページ、市内公共施設で公表し、
 パブリック・コメントを平成２３年１⽉４日から平成２３年１⽉２８日まで行い、意見を反映。
・平成２３年４⽉、３⽉２８日現在の登録者３８７人を対象としたアンケートを行い、意見を反
 映。
・平成２４年８⽉、７⽉末現在の20歳以上の登録者７０２人及び利用対象地域の単位自治会⻑
 ５８人を対象としたアンケートを行い、意見を反映。
・平成２６年１⽉、平成２５年１２⽉末現在の登録世帯９９０世帯及び２０歳以上の市⺠
 ２，０００人（無作為抽出）を対象としたアンケートを行い、意見を反映。
・平成２７年１０⽉、８⽉末現在の登録世帯１５１２世帯を対象としたアンケートを行い、意見を
 反映。
・平成２８年１０⽉、アンケート結果の分析を行い、新たに土曜日（１〜５便）の運行を開始。
・平成３０年４⽉、城下地区を上部東エリアの利用登録可能地区として追加。

新居地区旅客自動⾞協同組合、愛媛県ハイヤー・タクシー協会、瀬⼾内
運輸株式会社、社団法人愛媛県バス協会、四国旅客鉄道株式会社、国土
交通省四国地方整備局松山河川国道事務所、愛媛県東予地方局建設部、
新居浜警察署
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往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

新
居
浜
市

(1
)

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
及
び
別
表
９
）

市
区
町
村

運
行
予
定
者
名

運
行
系
統
名

（
申
請
番
号
）

計
画
運
行
回
数

計
画
運
行
日
数

系
統

キ
ロ
程

運
行
系
統

再 編 特 例 措 置

川
東
エ
リ
ア

有
限
会
社
　
東
雲
タ
ク
シ
ー

川
東
ｴ
ﾘ
ｱ

(4
)

2
9
4
日

3
,9
1
6
回

区
域
運
行

①
地
域
間
幹
線
系
統
(せ
と
う
ち

バ
ス
「
今
治
～
新
居
浜
」
線
)の

バ
ス
停
留
所
(新
居
浜
駅
)と
接

続

③

有
限
会
社
　
光
タ
ク
シ
ー

(2
)

上
部
東
エ
リ
ア

上
部
東

エ
リ
ア

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
9
4
日

3
,9
1
6
回

区
域
運
行

①
地
域
間
幹
線
系
統
(せ
と
う
ち

バ
ス
「
今
治
～
新
居
浜
」
線
)の

バ
ス
停
留
所
(新
居
浜
駅
)と
接

続

③
復
　
　
　
ｋ
ｍ

中
萩
タ
ク
シ
ー
有
限
会
社

(3
)

上
部
西
エ
リ
ア

上
部
西

エ
リ
ア

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
9
4
日

3
,9
1
6
回

区
域
運
行

①
地
域
間
幹
線
系
統
(せ
と
う
ち

バ
ス
「
今
治
～
新
居
浜
」
線
)の

バ
ス
停
留
所
(新
居
浜
駅
)と
接

続

③
復
　
　
　
ｋ
ｍ

(5
)

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
復
　
　
　
ｋ
ｍ

回
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表１添付書類

【運行ダイヤ等（各エリア共通）】
毎週　月曜日～金曜日、土曜日（１～５便）※日曜日・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は運休

１便 9:00 ５便 13:00

２便 10:00 ６便 14:00

３便 11:00 ７便 15:00

４便 12:00 ８便 16:00

エリア区分

営業区域

運送の
区間

運行予定系統を示した地図

川東エリア 上部東エリア 上部西エリア

①交通結節点　(バス停留所・駅・港等)

②医療・福祉施設(病院・診療所、歯科医院、介護施設等)

多喜浜校区、神郷校
区、垣生校区、浮島校
区、高津校区

船木校区、泉川校区ほ
か(主要地方道新居浜角
野線、新居浜別子山線
以東・城下地区)、角野
校区(主要地方道新居浜
角野線、新居浜別子山
線以東・立川地区)

大生院校区、中萩校
区、泉川校区(主要地方
道新居浜角野線、新居
浜別子山線以西)、角野
校区(主要地方道新居浜
角野線、新居浜別子山
線以西・立川地区を除
く)

新居浜駅

④商業施設(理美容室、各種小売店、飲食店等)

⑤保育・教育施設(保育所、幼稚園、小・中・高校等)

⑥その他公共施設
　(支所、公民館、福祉施設、公園、文化・スポーツ施設、環境・衛生施設等)

運行エリア
内で行き先
として指定
できる施設

運行エリア
外で行き先
として指定
できる施設

新居浜駅

元塚バス停留所

新居浜駅

市役所上部支所、上部
西エリア内の東川以東
の病院・指定薬局

③金融機関(銀行、金庫、農協、郵便局等)

上部東エリア内の国領
川以西の病院・指定薬
局
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

 　地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画の策定年月日及び算定式適用開始年度

（※参考）

(※) 省略可。

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図
（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

対象人口 算定式 国庫補助上限額

33,199

協議会において承認を得る必要があるなど、自治体の必要性に応じて記載可。
なお、記載する場合の適用算定式においては、直近の地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に係る国庫補助
上限額の算定式をご活用ください。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以下、
「交付要綱」という。）の別表７（ロ②（１））に記載のある過疎地域の人口及び交付要綱
別表７（ロ②（２）（実施要領の２．（１）⑭））に基づき地方運輸局長等が指定する交通不
便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。

新居浜市地域公共交通網形成計画 平成３０年３月

計画名 策定年月日 算定式適用開始年度

190 大島 離島振興法

161 別子山 過疎地域自立促進特別措置法

市区町村名 新居浜市

人　口

人口集中地区以外 33,199

交通不便地域 351

人　口 対象地区 根拠法
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年間スケジュールについて 

 
 令和２年度の会議開催は、４回を予定しますが、状況により変更する場合があります。 

年 月 会 議 事 業 

R2 ４   

 

 

 

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ運行事業 

５  

６ ●第 1回会議 
・令和元年度事業報告及び決算の承認 
・生活交通確保維持改善計画の策定について 

７  

８  

９ ●第 2回会議 
 

10  

11  

12  

R3 １ ●第 3回会議 
・地域公共交通確保維持改善事業に係る評価 

２  

３ ●第 4回会議 
・令和 3年度事業計画及び予算の決定 

※デマンドタクシーの出前講座については、随時実施予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（１） 
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参考資料 
 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（抜粋） 

 

第１編 共通事項 

 

（目的） 

第１条 この補助金は、生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特

性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシ

ステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等がされるよう、地域公共交通の

確保・維持・改善を支援することを目的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一 「生活交通確保維持改善計画」とは、地域公共交通の確保・維持・改善のために、

都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等からなる協議会（以

下「協議会」という。）又は都道府県若しくは市区町村が、地域の生活交通の実情

のニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て策定する地域の特性・実

情に応じた最適の移動手段の提供、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの

導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るための取組についての計画を

いう。 

二 「地域公共交通確保維持事業」とは、地域公共交通の存続が危機に瀕している地

域において地域の特性・実状に最適な交通手段を確保・維持するために生活交通確

保維持改善計画（当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画、地域

内フィーダー系統確保維持計画、離島航路確保維持計画及び離島航空路確保維持計

画を含む。）に基づいて実施される事業をいう。 

 

（協議会） 

第３条 前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。 

一 関係する都道府県又は市区町村 

二 関係する交通事業者又は交通施設管理者等 

三 地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」

という。）又は地方航空局 

四 その他地域の生活交通の実状、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議

会が必要と認める者 

（中略） 

５ 協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果につい

て地方運輸局又は地方航空局の長に報告しなければならない。 
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第２編 地域公共交通確保維持事業 

 

第１章 陸上交通 

 

第２節 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金 

 

（補助対象事業者等） 

第１５条 本節における補助対象事業者は、乗合バス事業者又は道路運送法第７８条第

２号に定める自家用有償旅客運送を行う者（以下「バス事業者等」という。）であっ

て、協議会又は市区町村等（以下「市区町村協議会等」という。）が協議会の議論を

経て、第１７条に基づき定めた生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定さ

れる地域内フィーダー系統確保維持計画を含む。以下この節において同じ。）に運送

予定者として記載されている者とする。 

（中略） 

４ 大臣は、予算の範囲内において、次条の補助対象事業に係る補助対象経費の１／２

に相当する額以内の額を、補助対象事業者に対し交付する。ただし、災害等の予期しな

い事由により欠損が増大した場合その他特に調整を必要とする場合には、予算の範囲内

で額を増減することができる。 

 

（生活交通確保維持改善計画） 

第１７条 陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業を行う 

場合は、生活交通確保維持改善計画に、次に掲げる向こう３ヵ年の事項について具体 

的に記載するものとする。 

一 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

二 地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

二の２ 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統（区域運行にお 

けるサービス提供の単位とする区域及び運行区間を含む。以下「系統」という。） 

の概要及び運送予定者 

四 地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

五 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

六 補助金の交付を受けようとする系統等に係る利用状況等の継続的な測定手法（活 

性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合に限る。） 

七 外客来訪促進計画との整合性 

 

２ 地域公共交通確保維持事業に限定した計画として策定する場合は、前項各号の事項 

を記載した地域内フィーダー系統確保維持計画の策定をもって生活交通確保維持改  

善計画に代えることができる。この場合において、当該計画に関係する第７条第２項 

の地域間幹線系統確保維持計画の策定があるときは、市町村協議会等は、当該計画と 

の整合を確保すること。 
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